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第１節 適 用 

18－１－１ 適 用 

   本章は、推進工、立坑その他これらに類する工種について適用するものとする。 

 

第２節 一般事項 

18－２－１ 適用すべき諸基準 

    適用すべき諸基準については、第１章３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 
  （１）下水道推進工法の指針と解説       （公社）日本下水道協会 
  （２）土木工事一般仕様書・土木工事      日本下水道事業団  

18－２－２ 一般事項 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものとする。 
 

第３節 土 工 

18－３－１ 掘削工 

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

18－３－２ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

18－３－３ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとす

る。 

 

第４節 推進工 

18－４－１ 立坑工 

１．受注者は、立坑構築及び復旧に当たり、第１編３－20－５仮設土留・仮締切工の規定による

ものとする。 
２．受注者は、推進工の施工に先立ち、立坑及び薬液注入工を設計図書に示すとおりに施工する

ものとする。 
３．支圧壁は、設計図書に示す推進抵抗に十分耐えうる構造で、その前面は推力が均等に伝わる

よう、推進方向に直角、かつ平面でなければならない。 
４．受注者は、発進及び到達立坑坑口の施工に当たり、立坑内部に滑材及び地下水等を流入させ

ない強度と水密性を保持する構造としなければならない。 
５．受注者は、鏡切の施工に当たり、土砂崩落や地下水の流入による事故が発生しないよう、薬
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液注入の効果を確認するとともに、慎重に作業をおこなわなければならない。 

18－４－２ 推進機 

受注者は、製作に当たり、次の規定によらなければならない。 
  （１）推進機は、外圧に十分耐えうる構造および掘削機能を有するものでなければならない。 

（２）現地の土質に最も適した構造とし、地山を緩めないように安全確実に掘削が可能なもので、

かつ、方向修正が容易に行える装置を有するものでなければならない。 
  （３）カッター機能は掘削能力に優れ、十分な掘削力を有するものでなければならない。 
  （４）隔壁は水圧及び土圧に対して十分耐えうる構造で、かつ、掘削室の点検及び処置ができる

よう点検孔を有するものとし、掘削切羽の管理が確実に行える構造でなければならない。 
  （５）シールパッキングは、滑材の漏水及び湧水の管内浸水等を防止する目的で用いるもので、

使用条件に適合したものでなければならない。 

18－４－３ 推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土圧、泥濃式推進工法） 

  １．受注者は、推進機の発進に当たり、設計図書のとおり切羽部の地盤を強化し、湧水防止の処

置を行ってから発進しなければならない。 
  ２．受注者は、初期発進時の推進機操作について十分に試運転を行い、慎重に施工しなければな

らない。 
  ３．受注者は、施工に当たり常に切羽の状況、坑内空気、中心線及び勾配の偏位及び地山の

隆起、沈下に留意しながら慎重に作業を進め、施工計画書に従って完成し得るようにたえ

ず日常作業の管理に努めなければならない。 
４．受注者は、推進に伴い次の項目について測定、観測し、推進日報として監督員に提出しなけ

ればならない。なお、異常が発生した場合は作業を中断し応急処置を行うとともに監督員に報

告しなければならない。 
（１）推進管の方向、勾配の測定 
（２）地上面及び近接構造物の水準測量 
（３）ジャッキ圧の測定 
（４）支圧壁、土留壁、止水板の状況 
（５）掘削土の土質及び地下水の状況 
（６）推進機及び推進管の蛇行、回転、変位 
（７）掘削土の量及び状態 
（８）泥水、滑材、裏込め材の配合及び注入量と注入圧 
（９）作業時間及び日進長の測定 

  ５．受注者は、ジャッキ圧力を推進管に均等に伝達させるように地山の土質に応じ必要なジャッ

キを適正に作動させ、切羽等の安定を図りながら推進機が所定のルートを正確に進むようにし

なければならない。 
  ６．受注者は、推進中に推力が急激に変化した場合、作業を中断して原因を調べ監督員と協議し

なければならない。 
  ７．受注者は、作業を中断する場合、必ず切羽仮土留を施工しなければならない。 
  ８．受注者は、掘削について原則貫入掘削とし、先掘りをしてはならない。ただし、当たり取り
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による不可避的なものについては、最小限にとどめるものとする。 
  ９．受注者は、薬液注入及び地盤改良を実施した地盤から発生する泥土は、適正に処理し再生利

用に務めるほか第１編１－１－21建設副産物の規定によるものとする。 
  10．受注者は、異常な湧水及び転石等で作業に支障が生じた場合、直ちに監督員に連絡するとと

もに、事後の処理について協議しなければならない。 
  11．受注者は、推進作業に当たり、管体、道路、周囲の構造物に影響がないよう常に監視するも

のとする。なお、異常を発見した場合は、直ちに作業を中止し、応急処置を行うとともに、事

後の処理について監督員と協議しなければならない。 
12．受注者は、管内グラウト孔の構造を完全に止水できるものを使用し、その施工には細心の注

意を払うものとする。 

18－４－４ 推進作業（開放型：刃口推進工法） 

  １．受注者は、推進工の刃口について、事前に製作図面を監督員に提出し、承諾を得るものとす

る。 

  ２．受注者は、推進中常に推進上部の地上面の状況を観測するものとする。なお、異常を発見し

た場合は、推進を停止し応急処置を行うとともに、事後の処理について監督員と協議しなけれ

ばならない。 

  ３．受注者は、本章 18－４－３推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土圧、泥濃式推進工法）３～

12 の規定に準じて施工しなければならない。 

18－４－５ 滑材及び裏込注入 

  １．滑材についてはベントナイト、裏込め材について、セメントを主材とするものを標準とする

が、地山の土質に最も適したものを検討し、監督員の承諾を得るものとする。 
  ２．受注者は、注入量及び注入圧に対し、十分余裕ある注入用機械を使用しなければならない。

また、機械器具類は注入中故障のないよう使用に先立ち、検査し、整備しておかなければなら

ない 
  ３．受注者は、注入時に注入液が管の背面に十分いきわたる範囲において、できる限り低圧とし

なければならない。 
  ４．受注者は、注入中に、注入液が地表面に噴出しないよう、また、地表面及び隣接構造物が変

異しないよう施工しなければならない。なお、変異を発見した場合は、直ちに作業を中止し、

応急処置を行うとともに、事後の処理について監督員と協議しなければならない。 
  ５．受注者は、注入作業の実施時間について監督員との協議に基づき開始・終了しなければなら

ない。 
  ６．受注者は、注入作業中、その状態を常に監視し、注入効果を最大限に発揮するようにしなけ

ればならない。 

18－４－６ 立坑内管布設工 

１． 立坑内における管体基礎の施工については、第２編第７章第５節管体基礎工の規定によるも

のとする。 
２．立坑内における管類の布設については、第２編第７章第６節管体工の規定によるものとする。 
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第５節 仮設工 

18－５－１ 通信・換気設備工 

  通信設備及び換気設備については、配置人員及び使用機械等を十分検討し、設置、維持管理

するものとする。 

18－５－２ 送排泥設備工 

送排泥設備の設置に当たり、推進工程に影響をおよぼさないよう設備能力を検討するととも

に、管内面に損傷を与えないよう養生を行うものとする。 

18－５－３ 泥水処理設備工 

泥水処理設備については、設計図書に示すとおり設置するものとする。泥水処理設備から発

生する汚泥及び処理水については、第１編１－１－21 建設副産物及び第１編３－21－２事業損

失防止費の規定により処理するものとする。 

なお、これにより難い場合については、監督員と協議するものとする。 

18－５－４ 注入設備工 

添加材及び滑材注入設備については、設計図書に示すとおりとする。なお、これにより難い

場合については、監督員と協議するものとする。 

18－５－５ 推進水替工 

推進水替工の施工については、第 1編３－18－６排水処理工の規定によるものする。 

18－５－６ 補助地盤改良工 

補助地盤改良工の施工についは、第１編３－13－６固結工の規定により、設計図書に示す範

囲に施工するものとする。 
 


